
課税世帯（受給者証右下の階層区分が一般Ⅰ・一般Ⅱ・上位）の受給者の

方へのご案内です。 
 
費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない受給者で、下記の基準に 

該当する場合は、「小児慢性特定疾病高額治療継続者」の対象となり、申請して認定を受
けると、申請書を提出した日の翌月１日から自己負担上限額が軽減され、医療受給者証
に記載の有効期間において適用されます。 
 
※非課税世帯、生活保護の方は、申請をしても自己負担上限額は変わりませんが、 
更新申請により課税世帯となる方は対象となりますのでご注意ください。 

 

＊小児慢性特定疾病高額治療継続者基準＊ 

小児慢性特定疾病医療の受給者で、ひと月の当該小児慢性特定疾病にかかる医療費

総額が５万円を超える月が、小児慢性特定疾病高額治療継続者の申請を行う日が属す

る月以前の 12 か月以内に、６か月以上ある方。（小児慢性特定疾病医療受給者とし

て認定された日以降が対象となります。） 

 

☆自己負担上限額（月額） 

 

申請に必要な書類     ☆申請は保健所で随時受け付けます。 

① 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 

受診者欄等に必要事項を記入し、特例欄の｢高額かつ長期」にチェックをしてください。 

② 自己負担上限額管理票で医療費総額が５万円を超えることが分かる場合 
は、上限額管理票のコピー（6 か月分） 

または、（自己負担上限額管理票で医療費総額が確認できない場合は、） 

・医療費申告書（上限額管理票で医療費が確認できない月数分） 
   ※様式は保健所にあります。 
  

・小児慢性特定疾病でかかった医療費が確認できる領収書のコピー 
※償還払いの申請をされたため、領収書のコピーを添付できない方は医療費申告書にその旨を記載 

してください。 

③ 受給者証のコピー 

小児慢性特定疾病高額治療継続者（高額かつ長期）の認定について（ご案内） 


